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『エジプト混合裁判所判例: 公式選集』の史料的性格について

The Character of Jurisprudence des tribunaux de la réforme en Egypte: Recueil officiel as A Source 
for Historical Research.
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要旨　混合裁判所は外国人が関わる訴訟を管轄したエジプトの裁判所である。近年、混合
裁判所の裁判判例を用いた社会史的な手法の研究が進められている。しかし、史料とされ
る判例集の性格は十分に明らかにされていない。本論文では1876年から1887/88年間に
刊行された『エジプト混合裁判所判例: 公式選集』を対象とし、記載内容の確認、統計資
料との比較、争点の集計を通して、本判例集が歴史研究の史料としていかなる限界と可能
性を持つかを検討することを試みた。結果として、本判例集には混合裁判所で行われた裁
判のごく一部の裁判判例しか収録されていないことが明らかになった。しかし、フランス
の司法制度を継受し、外国人裁判官と現地人裁判官がともに審理に参加した混合裁判所に
おいては、裁判官の法的見解という判例の記載内容は、近代的な司法制度の運用を考察す
るための重要な史料となりうると考えられる。

1 ．はじめに

　混合裁判所（maḥākim mukhtaliṭa, tribunaux mixtes）は、1876年に開廷し1949年まで存続
した、外国人が関わる民事、商事、一部の刑事事件を管轄した裁判所である。裁判所の設

立と運用には欧米14か国1）が関与し、裁判には現地の裁判官と外国人裁判官がそれぞれ出

席した。裁判所はフランスの司法制度を継受し、混合裁判所諸法典としてナポレオン諸法

典を範とする 6つの法典が公布された。
　エジプトでは1850年代から60年代にかけて、急速な近代化政策が行われるとともに、経
済の面では綿花モノカルチャー化が進んだ2）。それに伴い、商業や雇用機会獲得のために

ヨーロッパ、とくに東地中海地域からの人口流入がみられた3）。

　外国人の経済活動が活発になる中で、本来自国の居留民同士の係争を管轄する領事裁判

所の権限が拡大していった。その対応として、エジプト外務大臣ヌーバールは外国人が関

わる訴訟を一元的に管轄する混合裁判所の設立を主張した。1867年から1875年にかけて、
エジプト政府は欧米政府、オスマン政府と裁判所設立交渉を行った。そして1875年 6月28日
のヘディーヴ・イスマーイールによる設立宣言を経て、1876年から運用が開始された4）。

　　　　　　　　　　　　　　　　
＊千葉大学大学院人文公共学府博士後期課程
1） ドイツ、オーストリア、ベルギー、デンマーク、スペイン、アメリカ、フランス、イギリス、ギリ
シャ、イタリア、スウェーデン、オランダ、ポルトガル、ロシアの14か国である（Brinton 1968: 25）。
2） 19世紀半ばから後半にかけての社会経済状況については（長沢 1991；中岡 1991）を参照。
3） Panzacによると外国人人口は1840年には6,000人程度であったが、1897年時点で外国人人口は
112,574人に達した。国籍別にみると、最も多い集団がギリシャ人で29,758人、次いでイタリア人23,261人、
イギリス人18,446人、フランス人11,819人である（Panzac 1987: 26）。
4） 混合裁判所設立の経緯については（Brinton 1968, 13-24；Cannon 1988: 38-61）を参照。
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　先行研究では、混合裁判所は法制度史、社会経済史、政治史の観点から論じられてきた。

法制度史では、混合裁判所は司法制度の近代化の起点として位置づけられている5）。また、

社会経済史では、特に近代エジプト社会経済史の重要なテーマである農民の土地喪失や大

土地所有形成の背景として言及され、外国人の権益を保障する制度として位置づけられて

きた6）。政治史の観点からは、エジプト国内外の政治変動と混合裁判所の関連が示されて

いる7）。

　2000年代以降、裁判記録や判例を史料とした社会史的なアプローチをとる研究があらわ
れてきた。それらの研究では、裁判における法の適用のしかた、人々の裁判所利用や訴訟

戦略といった法社会史的なテーマも議論されている8）。また、加藤は村落における地主と農

民の関係という社会経済史的な関心から、混合裁判所マンスーラ第一審の「判決文」を用

いた事例研究を行った。ただし、この「判決文」とは混合裁判所での裁判過程と審議内容

および判決をまとめた小冊子であり、裁判時に作成された記録そのものではないとされる9）。

　Petriccaによれば、混合裁判所の判決文は大部分がエジプト財務省管轄下の文書館（Dār 
al-Maḥfūẓāt al-‘Umūmīyya）に保管され、一部エジプト国立公文書館（Dār al-Wathā’iq al-
Qawmīyya）にも所蔵されているという10）。しかし、これらの裁判記録を利用した研究は

進んでいない。一方、判例集については、混合裁判所控訴院裁判長を務めたBrintonが控
訴院判決を収録する 2つの判例集を紹介した。Bulletin de législation et de jurisprudence 
egyptiennes（『エジプト立法・判例報』）とJurisprudence des tribunaux de la réforme en 
Egypte: Recueil officiel（『エジプト混合裁判所判例: 公式選集』、以下『公式選集』と略す）
である11）。これらの判例集はヨーロッパやアメリカ、日本の図書館に所蔵されており、デ

ジタルアーカイブを利用してウェブ上で閲覧可能なものも多い。

　個別の裁判事例に着目した研究がなされる一方で、混合裁判所での裁判件数を数量的に

示した研究はない。また、判例集についても、どのように編纂されるのか、収録される判

例が控訴院判決のすべてを網羅しているのか、判例にはどのような種類の訴訟が多くみら

れるのかといった、史料としての性格や特徴は検討されていない。そこで、本研究では、

1876年から1887/88年間の『公式選集』（第 1巻～第13巻）を対象とし、その史料的性格を
明らかにすることを試みる。次節で説明する通り、『公式選集』には「控訴院判決の部」

　　　　　　　　　　　　　　　　
5） Brinton 1968；Hoyle 1991；Sālim 2010.
6） Baer 1962: 34-37, 66；中岡 1991: 99-100.
7） CannonとToddは、混合裁判所の設立を、エジプトがヨーロッパに政治経済的に従属していく過程に
位置づけている。この点で、ベアーらの見方に近い。一方、ブラウンはエジプト政府による裁判所設立
の動機を重視し、フランス型司法制度導入によるイギリス占領当局の司法制度介入の抑止といった面を
指摘している（Cannon 1988；Brown 1993；Todd 2018）。
8） Sonbol 2003；Petricca 2012；Taha 2019.
9） 加藤 1993, ⅺ、第Ⅻ章．

10） 国立公文書館には主に混合裁判所とエジプト政府の間で交わされた立法に関する問題や、裁判官や
廷吏の雇用に関する文書が所蔵されているという（Petricca 2011: 16）。Dār al-Maḥfūẓāt al-‘Umūmīyyaに
ついては、エジプト近代史研究者Adam Mestyanによる2013年時点の史料調査報告がある。彼によれば、
文書館の所蔵史料目録等は整備されていないようである（Mestyan 2014）。混合裁判所の裁判記録が利用
されてこなかった背景には、こうした史料へのアクセス状況もあるように思われる。
11） 20世紀にはいるとGazette des Tribunaux Mixes d’EgypteとJournal des Tribunaux Mixtesが刊行された。
Gazetteは第 1審の判決の要旨や法律に関する記事、書評等が掲載されているという（Brinton 1968: 218-
219）。
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のほか「委員会判決の部」、「特別法廷判決の部」があるが、本稿では「控訴院判決の部」

に限定して検討する。まず、『公式選集』の概要と判例の形式、記載内容を確認する。次

いで、1876年から1887/88年間の裁判件数と判例収録件数を比較する。そして、『公式選集』
第 1巻の件名索引を検討し、裁判における争点の傾向を示す。最後に『公式選集』の史料
としての制約や利用可能性を考察する12）。

　分析対象を1876年から1887/88年間の『公式選集』に限定する理由は、『エジプト立法・
判例報』の発行開始は1889年からであり、当該期間の判例を一定数収録しているのは『公
式選集』のみだからである。1876年から1887/88年には、1876年のエジプト財政破綻とそ
れに続くヨーロッパ諸国による財政管理、オラービー運動、1882年のイギリス占領開始と
いった大きな政治変動が生じた。この時期における裁判件数の推移や判例集の特徴を検討

することは、混合裁判所を政治史や社会経済史の観点から検討するうえでも意義があると

考えられる。混合裁判所の開廷から閉廷までの期間（1876年～1949年）について、『エジ
プト立法・判例報』も検討対象とした通時的・包括的な分析は今後の課題である。

　なお、注で混合裁判所の規則や法典の条文を示す場合には、以下の凡例に従う。司法組

織規則（Règlement organization judiciaire）と裁判所総則（Règlement générale judiciaire）は
裁判所の構成、裁判管轄、裁判官や廷吏の職務規定を定めた規則である13）。

凡例：混合裁判所民法典：Civ. M、混合裁判所手続法典：Pro. M、司法組織規則：ROJ、
裁判所総則：RGJ

2 ．『公式選集』の概要

（1）発行期間、形態、頻度、利用のされ方

　混合裁判所は二審制をとる。第一審はカイロ、アレキサンドリア、マンスーラ（イスマ

イリア）14）の 3か所、控訴院はアレキサンドリアのみである。したがって「控訴院判決」
とはアレキサンドリア控訴院の判決となる。裁判所は1876年 2月から審理が開始され15）、

以降、毎年11月からはじまる司法年度に基づき運用された16）。

　『公式選集』は1876年から1905/06年度分（第 1巻～第31巻）まで発行が確認できる。控
訴院弁護士Maxime Pupikoferによれば、『公式選集』は1907年に廃刊となったという17）。検

討対象とする第 1巻から第13巻の書誌情報を別表 1にまとめ、本稿の末尾に添付した。
　『公式選集』は書籍の形態で発行され、 1冊につき司法年度 1年分の判例が収録される。

　　　　　　　　　　　　　　　　
12） イスラーム史においては、シャリーア法廷台帳を用いた研究が盛んである。秋葉 2012にまとめられ
ている研究史は、混合裁判所研究の研究動向の理解と課題を考える上で示唆的であった。Ze’Evi 1998、
三浦 1998、大河原 2005が論じている文書の作成過程や同時代における役割、文書が社会の実態を反映
しているのかといった問題は、混合裁判所の判例集や裁判記録を用いるうえでも考慮すべきであろう。
13） なお、出川 2022では司法組織規則の試訳を行った。
14） Brintonによると 3つ目の裁判所は当初ザガジーグに置かれる予定だったが、建設用地の問題でイス
マイリアに設置された。その後イスマイリアでマラリアが発生し、1877年にはイスマイリアの管轄地域
は一時的にカイロ第一審に統合され、翌年マンスーラに移されたが、 3つ目の第 1審が最終的に再設置
されるのは1887年であったという（Brinton 1968: 136）。
15） Hoyle 1911: 11.
16） RGJ. Art. 51. Règlement générale 1877: 19.
17） Conseil de l’ordre des avocat 1926: 173.
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ただし、毎年 7月 1日から10月15日は休廷期とされており18）、『公式選集』にもその期間

の判例はみられない。第 8巻以降は出版地と印刷所が確認でき、いずれもアレキサンドリ
アの外国人系印刷所から刊行されている。第 1巻から第12巻までは発行年の記載がないが、
フランスの法学雑誌『比較立法協会会報』の1887年 1月号に、混合裁判所控訴院裁判官M. 
Martin-Sarzeauが『公式選集』の第 1巻から第10巻（1884/85年度）を寄贈したとの記録が
ある19）。M. Martin-Sarzeauは1886年中にこれらの巻を寄贈したと考えられることから、第
1巻から年度ごとに発行されていた可能性が高い。
　編纂者や編纂過程は『公式選集』の性格を知るうえで非常に重要な情報であるが、現在

のところ明らかになっていない。手がかりとなりうるのは、第 1巻第 1部の「前書き」で
ある。そこには、まず、司法組織規則第 1篇第 9条と第34条、すなわち民事・商事事件に
対する裁判権と、裁判において適用される法に関する規定が引用されている20）。続いて、

裁判所設立前に生じたエジプト政府に対する訴訟は「委員会（les commissions）」または「特
別法廷（les chambres spéciales）」にて扱われることが説明される。そして、これらの条件
から『公式選集』は、第 1部が「控訴院判決（Arrêts de la cour d’appel d’Alexandrie）」、第
2部が「委員会判決（Arrêts prononcés par les commissions）」、第 3部が「特別法廷判決
（Jugement et Arrêts prononcés par les chambres spéciales）」となると記されている21）。ここ

から、『公式選集』第 1巻は、第 1部は控訴院の民事・商事事件、第 2部は委員会判決、
第 3部は特別法廷判決の判例を収録対象としたことがわかる。ただし、第 2巻以降に「委
員会判決」と「特別法廷判決」の部が発行されたかは確認できていない。

　判例集の利用のされ方として、Brintonは、混合裁判所はフランスの司法制度を採用し
たため、イギリスのように判例自体が法とみなされることはないが、過去になされた法の

解釈が、法に従って行われたという推定に基づいて、判例が参照されたとしている22）。ま

た、Wilnerによると、混合裁判所では制定法（混合裁判所諸法典とエジプト政府による法令）
に定められていない問題を審理する際に判例が重視されたという23）。これらの指摘に従え

ば、判例集は裁判官の法的判断に関して一定の役割を担っていたといえるだろう。

（2）『公式選集』の構成と判例1件の記載事項

　 1冊の『公式選集』は、判例が日付順に掲載され、巻末に訴訟当事者名の索引、件名索引
が付されるという構成をとる。記述言語はフランス語またはイタリア語である。裁判所での

　　　　　　　　　　　　　　　　
18） RGJ. Art. 113, 114. Règlement générale 1877: 35．
19） Société de législation comparée 1887: 51.
20） 司法組織規則第 1篇第 9条、第34条の内容は次のとおり（ROJ. Titre 1. Art. 9, 34. Codes 1896: 5, 11；
出川 2022: 23, 26）。
 第 9条：これらの裁判所は、身分法に関するものを除き、現地人と外国人の間、そして、異なる国
籍の外国人の間の、すべての民事および商事訴訟について、単独で、裁判権をもつ。同様に、たとえ同
じ国籍に属する場合でも、全ての人々の間の、あらゆる不動産訴訟について裁判権をもつ。
 第34条：新しい裁判所は、民事と商事における彼らの裁判権限の行使について、そして、刑事につ
いて彼らに合意された裁判権限の制限の中で、エジプト政府によって列強諸国（Puissances）に提示さ
れた法典を適用し、法に言及されていない場合や、不十分な場合、あいまいな場合、裁判官は自然法の
原理（principes du droit naturel）と衡平の原則（règles de l’équité）に従う。
21） Recueil officiel. tome 1, 1 ère partie, Avertissment.
22） Brinton 1968: 93-94.
23） Wilner 1975: 417.
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使用言語は司法組織規則でアラビア語、フランス語、イタリア語と定められていた24）。しかし、

筆者が確認した限りでは『公式選集』にアラビア語の判例はない。主にフランス語が用いられ、

一部イタリア語の判例もみられる。

　続いて 1件の判例に記載されている事項を確認する。 1つの判例の分量は短いものであ
れば 1ページ、長いもので 6～ 7ページと幅がある。判例は以下の①から⑧の順番で一定
の形式で記述される25）。

　 1件の判例は「SOMMAIRE （概要）」から始まり、その下に裁判の争点に関するキーワー
ド（件名）が付される。多くの場合、複数の件名がつけられている。件名は、売買や賃貸

借といった訴訟当事者間の争いの内容に関わる用語もあれば、訴訟手続きや裁判所の業務

に関するものもある。つまり、件名は訴訟内容そのものではなく、裁判での争点を示めし

ている。件名は巻末の件名索引と対応しており、判例冒頭の件名のうち一部が巻末の索引

に掲載されている。件名に続いて、イタリックで要旨が記される。本文はLA COUR （控
訴院）から始まる部分で、「控訴院は…である故に（LA COUR Attendu que…）」という表
現が続く。ここでは訴訟の経緯や当事者に関する情報などの事実確認や当事者の主張・証

拠に対する裁判官の法的見解が記される。そして、PAR CES MOTIFES （これらの理由に
より）の後に判決の内容が書かれる。つまり、判例は「控訴院は、～である故に、以上の

理由により、判決を下す」というパターンで構成されている。本文の内容は、当事者の主

張や提出された証拠書類に対する裁判官の見解、法的有効性の検討が中心を占める。訴訟

の経緯の説明は簡潔で、国籍や職業、居住地などの訴訟当事者の属性は書かれない場合も

多い。

　写真の判例の内容を紹介すると、冒頭に「動産の差押え」、「返還請求」、「控訴」、「期限」

という件名がつけられる。イタリックで書かれた要旨の後に、訴訟当事者の名前が示され

る。控訴人マルゲリータ・ヴィレアック（Marguérite Villerac）、被控訴人イブラーヒーム・
アフマド（Ibrahim Ahmad）、カミール・モル（Camille Moll）である。控訴人にはメルシ
ニエ（Mercinier）、被控訴人にはそれぞれマニュサルディー（Manusardi）とニンチ（Ninch）

Recueil officiel, tome 6, 1ère partie: 180-181.
一橋大学附属図書館所蔵。筆者撮影。

判例の記載事項

①件名、②要旨、

③控訴人名・弁護士名

④被控訴人名・弁護士名

⑤判例本文、⑥判決主文

⑦判決日付、⑧裁判長名

　　　　　　　　　　　　　　　　
24） ROJ. title 1. art. 16. Codes 1896: 7.
25） この形式は、（板寺 2002: 222, 224）に紹介されているフランスの判例の形式と共通している。
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という弁護士がついている。本文から読み取れる事柄は次のとおりである。ヴィレアック

という女性が差押えられた動産について返還請求を起こしたが、第一審で彼女は敗訴し、

その後、控訴した。控訴審において、被控訴人たちは、控訴が期限内に行われなかったた

めにヴィレアックの控訴は受理されえないと主張した。それに対して、控訴院は、民商事

訴訟手続法には、動産の差押えに対する返還請求の控訴期限は60日と定められており、ヴィ
レアックの控訴は受理可能であるとした。判決では、ヴィレアックの控訴は受理可能であ

ると宣言され、イブラーヒーム・アフマドに対して訴訟費用の支払が命じられた。

　動産の差押えが訴訟の原因であることから、ヴィレアックが何らかの債務を負っていた

と推測されるが、債権者や差押えられた動産の内容は書かれていない。ヴィレアックによ

る控訴が受理された後に、この訴訟がどのような展開をたどったのかは、判例からはわか

らない。当事者が外国人であるか、現地住民であるかは名前からおおよその判断がつく。

この事例では、イブラーヒーム・アフマドのみが現地住民と考えられる。しかし、判例に

は当事者の国籍は書かれていない。ヴィレアックに対しては、本文でdemoiselleという女
性に対する敬称がつけられている。女性が控訴人である点や、現地住民と外国人がともに

被控訴人となっている点は興味深い事例である。しかし、本判例は裁判の争点であった「控

訴の期限」に関して、被控訴人の主張に対する裁判所の見解と判決の根拠に焦点を絞った

記述がなされており、ここから訴訟当事者間の関係を抽出するのは困難である。

3 ．1876年～1887/88年間の裁判件数と判例件数

（1）混合裁判所の制度概要

　ここでは裁判統計を用いて裁判件数と『公式選集』の判例数を比較し、『公式選集』の

網羅性を検討する。この裁判統計は、混合裁判所の検事長（Procureur Général）から法務
省にあてた報告書に基づくものである。まずは考察の前提となる民事と商事の裁判制度に

ついて説明する。

　先に述べた通り、混合裁判所は二審制をとり、第一審は 3か所（アレキサンドリア、カ
イロ、イスマイリア→マンスーラ）、控訴院はアレキサンドリアのみである。第一審には

7名の裁判官が所属し、うち、外国人裁判官は 4名、現地人裁判官は 3名である。審理は
外国人裁判官 3名、現地人裁判官 2名の下で行われる。控訴院には11名の裁判官が所属し、
うち外国人裁判官は 7名、現地人裁判官は 4名である。審理は外国人裁判官 5名、現地人
裁判官 3名の下で行われる26）。

　民事と商事事件について、裁判所は外国人と現地住民、異なる国籍の外国人の間に生じ

たすべての訴訟に裁判権をもつ。外国人の身分法に関する訴訟や同国籍の外国人間の訴訟

は領事裁判所の管轄となる。ただし、同国関の外国人間の訴訟であっても、不動産に関す

る訴訟は混合裁判所が裁判権をもつ27）。

　第一審には民事裁判所、商事裁判所、簡易裁判所（Le tribunal de justice sommaire）、急
速審理裁判所（Le tribunal des référés）が置かれた28）。簡易裁判所は一定額以下の訴訟を扱

　　　　　　　　　　　　　　　　
26） ROJ. Titre 1. Art. 2, 3. Codes 1896: 3-4.
27） ROJ. Titre 1. Art. 9. Codes 1896: 5.
28） Pro. M. Art. 26. Codes 1896: 334.
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う裁判所であり、第 1審裁判所に所属する裁判官のうち 1名が担当する29）。急速審理裁判

所も同様に第一審の裁判官のうち 1名が担当する。急速審理は、権利の侵害など緊急の措
置を講ずる必要がある場合に行われる30）。

　係争が生じた場合、どの第一審裁判所が管轄するかは訴訟手続法に定められている。債

権あるいは動産に関する訴訟であれば、被告の住所（domicile）か、被告がエジプトに住
所をもっていなければ住居（residence）の所在地を管轄する裁判所となる。不動産や保有
に関する事件の場合、係争地や係争物の所在地を管轄する裁判所である31）。第一審裁判所

の管轄地域と1897年時点での人口を表 1にまとめた32）。

表 1　第一審裁判所の管轄地域と人口

第一審裁判所 管轄地域
1897年時点人口
（うち外国人人口）

アレキサンドリア
アレキサンドリア行政区、ロゼッタ行政区、ブヘイ

ラ県、ガルビーヤ県、西の辺境地区

2,197,818人
（50,829人）

カイロ

カイロ行政区、カリュービーヤ県、ギーザ県、メヌー

フィーヤ県、アスワンまでの中エジプト、上エジプ

ト諸県

5,823,623人
（40,406人）

マンスーラ

（イスマイリア）

ダミエッタ、エルアリーシュ、イスマイリア、スエズ、

ポートサイード、シャルキーヤ県、ダカフリーヤ県、

東の辺境地区

1,600,390人
（21,339人）

J.A. Wathelet & R.G. Bruton 1920: 747-748；Recensement général 1898: XLVI-XLVII. より作成。

　控訴に関する訴訟手続法の条文をみると、第390条では請求額が8,000ピアストルを超え
る金額の場合、あるいはこの請求額が不確定である場合に控訴しうるとされている33）。た

だし、第395条では、裁判管轄に関してなされた第 1審の判決は、請求金額に関係なく控
訴により異議申立て可能とされる34）。訴訟手続法には状況別に様々な規定が設けられてお

り、本稿では十分に検討しきれない。ここでは控訴に際して金額の制限が設けられていた

ことを指摘しておきたい。

　　　　　　　　　　　　　　　　
29） 民商事手続法の第28条第 1項では、簡易裁判所は終審の場合は800ピアストルを超えない価格の債
権や動産に関する事件および、控訴の権限を留保する場合は、同様の性質の事件に関して、2,000ピア
ストルまでの価格に関する事件に対して判決を下すとしている（Pro. M. art. 28. Codes 1896: 335）。ただし、
第29条では、当事者たちの合意の上で自発的に提訴された場合は、簡易裁判所は、法が許す限りにおい
て、終審としてすべての訴えについて裁定することができるとされている（Pro. M. art. 29. Codes 1896: 
336）。
30） Pro. M. art. 34. Codes 1896: 337.
31） Pro. M. art. 35. Codes 1896: 337.
32） 19世紀前半から20世紀前半にかけて、外国人はアレキサンドリアとカイロの二大都市に集中してい
た。1897年の人口調査では、アレキサンドリアの外国人人口は46,118人、カイロは35,385人である（Re-
censement général 1898: XLVI-XLVII）。
33） Pro. M. art. 390. Codes 1896: 393.
34） Pro. M. art. 395. Codes 1896: 394.
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（2）裁判件数の推移と『公式選集』の網羅性

　ここからは、裁判統計を用いて『公式選集』の判決件数に対する網羅性を確認していく。

表 2は第一審と控訴院の係属件数と判決件数、『公式選集』の判例数をまとめたものである。
1883/84年分の件数は統計に記載されていなかった。係属件数、判決件数ともに、第一審
は民事・商事・簡易裁判の合計、控訴院は民事・商事裁判の合計である。係属件数は、そ

の年度に新たに提訴された件数と前年度から持ち越されている訴訟の合計である。判決件

数は当該年度に下された判決数である。『公式選集』には中間判決に関する判例も見られ

ることから、判決数は中間判決も含んだ数値とした。対象期間における第一審の係属件数

は平均で7,402件、判決件数は平均4,571件であり、毎年約3,000件が翌年に持ち越されてい
る。控訴院の係属件数は、平均で約700件、判決件数の平均は370件である。第一審の判決
件数に対して、控訴院の係属件数は非常に少なく、多くの訴訟は控訴されなかったことが

わかる。

　控訴院の判決件数と『公式選集』の判例件数を比較すると、初年度は86％の判決が判例
として収録されている。しかし、 2年目以降は収録される割合は低下し、1887/88年には
控訴院判決数のうち15％しか収録されていない。したがって、『公式選集』から控訴院で
下された判決の全体像を知ることはできない。さらに、訴訟手続法には控訴の制限が課さ

れていた。控訴されない訴訟や、制度上控訴できない訴訟は、そもそも『公式選集』の収

録対象にはなりえない。

　次に係属件数に目を向けてみよう。係属件数は原告あるいは控訴人が裁判所に提訴した

件数であり、訴訟当事者の裁判所利用の状況をうかがい知ることができる。第一審の係属

件数は年度により大きな変動を見せている。グラフ 1はアレキサンドリア、カイロ、マン
スーラ第一審それぞれの係属件数をグラフで表わしたものである。1876年～1876/77年に
かけて増加傾向がみられ、その後減少し、1882/83年に大幅に増加する。特に1882/83年は
アレキサンドリアの増加が著しい。Cannonは、1876年 4月にエジプト財政が破綻すると、
外国人債権者たちは自身の債権を守るため、混合裁判所に大量に訴訟を持ちかけたと指摘

している35）。一方、グラフ 2に示したように、控訴院の係属件数は、第一審とは異なる推
移をみせている。第一審で大幅な増加がみられた1882/83年には控訴院の係属件数は減少
し、むしろイギリス占領開始以降増加傾向にある。少なくとも、混合裁判所の裁判件数の

推移と政治変動の関係は、控訴院よりも第一審での裁判に明確あらわれていることは指摘

できるだろう。

　　　　　　　　　　　　　　　　
35） Cannon 1988: 66.
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（3）第 1 巻の件名索引にみる裁判の争点

　最後に、第 1巻の件名索引に掲載される用語をみてみたい。第 1巻は控訴院判決数のう
ち86％が判例として収録されていた。したがって、控訴院での裁判状況がおおよそ『公式
選集』に反映されているといえる。先に説明した通り、判例冒頭には裁判の争点を表す件

名が付与されており、その一部が巻末索引にまとめられている。しかし、第 1巻には判例
冒頭に件名が付与されていないため、巻末の件名索引を集計し、分類をおこなった。なお、

第 1巻の判例数77のうち、76件が索引と対応している。
　表 3に第 1巻巻末索引の件名を示した。索引に掲載されている語は116件である。対応
する判例が 2件以下の用語は「その他」にまとめた。最も多くみられるのは「証拠・証人」
である。続いて「裁判管轄」「控訴」が続く。訴訟内容がわかるものとしては、「賃貸借」

が 7件みられる。また「商行為」「約束手形」といった商業に関する件名もみられる。「国
籍」や「国際条約」「外国の法」は外国人が関わる訴訟を管轄する混合裁判所の特徴をよ

く表している。第 1巻の索引の件名を大まかにみると、賃貸借や債務弁済、破産など訴訟
の原因が想定できるものと、控訴や執行といった訴訟手続きに関わる用語が見られる。

表 3　『公式選集』第 1巻の件名索引分類

件名 件数

証拠・証人 Prova/ Preuve contraire/ Preuve testimoniale 11

控訴 Apello 9

裁判管轄 Coméptence/ Imcompétence, Incompetenza 9

賃貸借 Louage, Bail, Locazione 7

執行/仮執行 Esecuzione/Esecuzione provisoria/Exécution provisoire 5

商行為 Acte de commerce 4

約束手形 Biglietti all’ordine/Billet à ordre 4

破産 Fallimento/Fallité 4

外国の法 Legge estera/ Loi etrangére 4

債務弁済 Liberazione di debito 4

判決 Giuramento decisorio, Jugement interlocutoire, Sentenza 3

国籍 Nazionalità, Naturalisatoin 3

決訟的宣誓 Serment litisdécicoire 3

国際条約 Traité international/ Tratto internazionale 3

その他 39

計 116

Recueil officiel, tome 1, 1ere partie, Table Alphabetiqueに基づき筆者作成。

　最後に、第 1巻の訴訟当事者の構成を示しておきたい。グラフは判例に記載される控訴
人、被控訴人名を控訴人、被控訴人の属性を個人、銀行・会社、政府に分類したものであ
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る。控訴人は79名、被控訴人は92名である。ただし、訴訟当事者名が「○○と共同訴訟人」、
「○○とその息子たち」のように、代表者しか書かれていない場合があり、実際の訴訟当

事者数は、より多いと考えられる。 1人の控訴人が複数名を訴えている場合があるため、
控訴人よりも被控訴人が多い。ただし、控訴人、被控訴人ともに属性の割合は同じであり、

個人が約85％を占める。個人のグループの中で、明らかにアラブ名であると判断がつく人
物は、控訴人では18名、被控訴人では42名であった。初年度には、現地住民側が控訴する
ケースは少なく、むしろ第 1審で現地住民側が勝訴したが、控訴されるケースが多かった
と考えらえる。

おわりに―『公式選集』の限界と可能性

　本稿では『公式選集』の判例に記載される内容、裁判件数との比較、第 1巻の件名索引
の 3つの観点から、『公式選集』の史料としての性格を検討した。まず、判例には当事者
の主張や証拠に対する裁判官の法的見解、判決の根拠が記されている。こと、訴訟の経緯

や、訴訟当事者の属性に関する情報、訴訟当事者間の関係は記載されない場合があること

を確認した。

　続いて、裁判統計を用いて裁判件数と判例収録件数を比較した。1876年から1887/88年
の間で第一審では平均4,571件の判決が下されていたのに対し、控訴院での係属件数は平
均で700件である。このことから、多くの訴訟は控訴されずに第一審で終了しているとい
える。その理由の一つとして考えられるは、訴訟手続法に定められる控訴の条件である。

本稿では、訴訟手続法には控訴には請求額の条件が定められていたことを確認した。した

がって『公式選集』に収録される判例は、控訴可能であった訴訟のみであることになる。

また、第一審の係属件数は、エジプトの財政破綻とイギリス占領という政治変動との相関

関係が見られたのに対し、控訴院の係属件数については、政治変動による影響は明確には

読み取れなかった。加えて、控訴院判決の件数と『公式選集』の判例数にも差があり、第

1,2巻は判決件数のうち約 8割が判例として収録されていたが、その比率は低下し、
1887/1888年の第13巻では約1.5割程度になった。したがって、『公式選集』の史料上の制約
として、控訴院の判例であること自体の問題と控訴院判決からの取捨選択という点があげ

られる。

　そして、第 1巻の件名索引では「証拠・証人」「控訴」「裁判管轄」がといった用語が多
く見られた。件名からは訴訟当事者間が何を原因として争っていたかは、わからない場合

グラフ 3　控訴人

個人 銀行・会社 政府

グラフ 4　被控訴人

個人 銀行・会社 政府 不明
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が多い。しかし、件名の傾向や特徴を見ることで、『公式選集』の編纂者や、これを利用

したであろう裁判官や法律家がどのようなことに関心を持っていたかを知ることができ

る。なぜなら、『公式選集』の判例が控訴院判決から抽出されたものであるということは、

『公式選集』編纂者がその判例を収録して出版することに意義があると考えていた、と推

測できるからである。争点の通時的な分析も今後の課題である。

　ここまで、『公式選集』の「限界」を指摘してきた。しかし、『公式選集』の可能性はこ

れまで述べてきた「限界」と表裏一体であると考えられる。『公式選集』の判例から明確

に読み取れるのは、裁判官が当事者の主張や提出された証拠をどのように認識し、法的見

解を下したかという点にある。外国人裁判官が過半数をしめ、フランスの司法制度の下で

運用された混合裁判所においては、こうした裁判官の認識や法的判断自体が分析対象とな

りえる。さらに、判例からは、訴訟当事者がどのように自身の権利を主張しているか、ど

のような証拠を用いているか、といった情報を得ることができるのではないだろうか。史

料上の制約として指摘した、控訴院判決からの取捨選択という点についても、その判決が

判例化された理由を明らかにできれば、裁判官や法律家側からみた当該判決の重要性を示

すことになりうる。今後は、今回明らかにできなかった『公式選集』の編纂者や編纂過程

について確認し、『エジプト立法・判例報』も対象とした判例集の史料的検討を進めるこ

とが課題となる。
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